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旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際
刑
事
裁
判
所
に
よ
る
非
国
際
的

武
力
紛
争
の
定
義
と
そ
の
意
義
（
一
）

─
─
タ
ジ
ッ
チ
基
準
に
み
る
烈
度
要
件
と
組
織
性
要
件
─
─

松　
　

山　
　

沙　
　

織

は
じ
め
に

第
一
章　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
と
タ
ジ
ッ
チ
基
準
の
形
成

　

一　

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
概
要
お
よ
び
裁
判
所
の
設
立
経
緯

　

二　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
適
用
法
規
と
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
と
の
法
的
性
質
の
関
係

　

三　

タ
ジ
ッ
チ
事
件
に
お
け
る
武
力
紛
争
の
定
義
─
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
区
別

第
二
章　

非
国
際
的
武
力
紛
争
の
敷
居
と
し
て
の
タ
ジ
ッ
チ
基
準

　

一　

コ
ソ
ボ
紛
争

　

二　

マ
ケ
ド
ニ
ア
紛
争
（
以
上
、
本
号
）

第
三
章　

烈
度
要
件

　

一　

烈
度
を
構
成
す
る
諸
要
素

　

二　

烈
度
の
評
価
─
─
暴
力
の
連
続
性
と
重
大
性
評
価
の
組
み
合
わ
せ

　

三　

政
府
に
よ
る
暴
力
の
態
様
と
法
的
枠
組
み
の
関
係
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第
四
章　

組
織
性
要
件

　

一　

組
織
性
要
件
の
意
義
─
─
共
通
三
条
の
履
行
確
保

　

二　

組
織
性
の
評
価
─
─
五
つ
の
構
成
要
素
の
相
互
補
完
的
評
価

お
わ
り
には

じ
め
に

　

非
国
際
的
武
力
紛
争
に
つ
い
て
、
普
遍
的
な
定
義
は
長
年
与
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
分
類
さ
れ
る
よ
う
な

紛
争
に
適
用
さ
れ
る
武
力
紛
争
法
の
条
約
規
則
は
、
一
九
四
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
共
通
三
条
（
以
下
、
共
通
三

条
）
や
一
九
四
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
非
国
際
的
な
武
力
紛
争
の
犠
牲
者
の
保
護
に
関
す
る
追
加
議
定
書
（
以
下
、

第
二
追
加
議
定
書
）
等
が
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
規
則
で
は
一
般
的
な
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
定
義
は
お
か
れ
て
い
な
い
。

　

共
通
三
条
は
、
最
低
限
の
人
道
的
規
則
し
か
含
ま
な
い
と
い
う
そ
の
性
格
上
、
本
条
項
が
適
用
さ
れ
る
武
力
紛
争
の
範
囲
を
幅
広
く

確
保
す
る
た
め
、「
締
約
国
の
一
の
領
域
内
に
生
じ
る
国
際
的
性
質
を
有
さ
な
い
武
力
紛
争
」
と
い
う
文
言
の
み
を
置
き
、
そ
の
具
体

的
な
内
容
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

　

第
二
追
加
議
定
書
は
、
敵
対
行
為
に
直
接
参
加
し
な
い
者
の
保
護
を
共
通
三
条
か
ら
一
層
拡
充
す
る
一
方
、
そ
の
第
一
条
で
議
定
書

の
適
用
対
象
と
な
る
武
力
紛
争
の
範
囲
を
限
定
し
た
。
第
一
条
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
を
適
用
対
象
と
す
る
第
一
追
加
議
定
書
に
よ
っ

て
包
含
さ
れ
な
い
武
力
紛
争
で
、
か
つ
「
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
当
該
締
約
国
の
軍
隊
と
反
乱
軍
そ
の
他
の
組
織
さ
れ
た
武
装
集

団
（
持
続
的
に
か
つ
協
同
し
て
軍
事
行
動
を
行
う
こ
と
及
び
こ
の
議
定
書
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
支
配
を
責
任
の
あ
る
指

揮
の
下
で
当
該
領
域
の
一
部
に
対
し
て
行
う
も
の
）
と
の
間
に
生
ず
る
す
べ
て
の
も
の
」
に
同
議
定
書
が
適
用
さ
れ
る
と
し
、
相
当
高

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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度
な
非
国
際
的
武
力
紛
争
へ
の
適
用
を
想
定
す
る
。
さ
ら
に
、
同
条
二
項
は
、「
暴
動
、
独
立
の
又
は
散
発
的
な
暴
力
行
為
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
性
質
の
行
為
等
国
内
に
お
け
る
騒
乱
及
び
緊
張
の
事
態
」
を
適
用
範
囲
か
ら
外
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
般
的
定
義
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
か
ら
派
生
す
る
問
題
と
し
て
は
次
の
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
慣
習
法
を

含
め
た
武
力
紛
争
法
の
諸
規
則
の
観
点
か
ら
は
、
紛
争
当
事
者
に
ど
の
時
点
で
武
力
紛
争
法
上
の
義
務
が
発
生
す
る
の
か
が
曖
昧
で
あ

り
、
紛
争
当
事
者
は
自
ら
の
義
務
を
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
国
内
の
緊
張
や
騒
乱
と
い
っ
た
事
態
か
ら
武

力
紛
争
へ
と
変
化
す
る
過
程
で
、
武
力
紛
争
法
の
適
用
開
始
が
い
つ
な
の
か
が
不
明
確
で
あ
る
た
め
に
、
共
通
三
条
と
い
っ
た
最
低
限

の
人
道
的
待
遇
の
た
め
の
規
則
で
す
ら
履
行
確
保
が
困
難
に
な
る
虞
が
あ
る
。
次
に
、
刑
事
裁
判
所
の
裁
判
規
範
の
観
点
か
ら
は
、
裁

判
所
は
被
告
人
に
適
用
さ
れ
る
法
規
を
事
前
に
か
つ
明
瞭
に
規
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
定
義
の
明
確
性
が
求
め
ら
れ
る
と
い
え
る
。

　

こ
の
問
題
状
況
に
お
い
て
転
機
と
な
っ
た
の
は
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
（
以
下
、
国
連
安
保
理
）
に
よ
る
一
九
九
三
年
の
決

議
八
二
七
に
基
づ
く
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際
刑
事
裁
判
所
（
以
下
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
）
の
設
置
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ

ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
（
以
下
、
ボ
ス
ニ
ア
）
紛
争
で
発
生
し
た
タ
ジ
ッ
チ
事
件
の
、
一
九
九
五
年
の
管
轄
権
に
関
す
る
上
訴
審
中
間
決
定
に

お
い
て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
詳
細
な
定
義
が
試
み
ら
れ
、
ま
た
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
武
力
紛
争
法
の
規
則
の
拡
大

が
確
認
さ
れ
た
。
同
決
定
で
は
、「
一
国
内
に
お
け
る
政
府
当
局
と
組
織
さ
れ
た
武
装
集
団
と
の
間
又
は
そ
の
よ
う
な
集
団
相
互
の
間

の
長
期
化
し
た
武
力
に
よ
る
暴
力
（protracted arm

ed violence betw
een governm

ental authorities and organized 

arm
ed groups or betw

een such groups w
ithin a State

）」
が
あ
れ
ば
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
は
常
に
存
在
す
る
と
定
義
さ
れ
、

の
ち
の
一
九
九
七
年
の
同
事
件
本
案
判
決
に
お
い
て
、
そ
の
要
件
と
し
て
「
紛
争
の
烈
度
（the intensity of the conflict

）」
と

「
紛
争
当
事
者
の
組
織
性
（the organization of the parties to the conflict
）」
の
双
方
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、

こ
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
よ
る
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
定
義
を
「
タ
ジ
ッ
チ
基
準
」
と
呼
ぶ
。

（
4
）

（
5
）

（
6
）



論　　　説

（阪大法学）65（3-130）　864 〔2015. 9 〕

　

烈
度
と
組
織
性
の
要
件
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
そ
れ
に
は
至
ら
な
い
そ
の
他
の
事
態
を
区
別
す
る
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
敷

居
（threshold

）
と
し
て
機
能
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
武
力
紛
争
の
敷
居
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際

的
武
力
紛
争
で
は
捉
え
方
が
異
な
る
。
国
家
間
の
武
力
紛
争
で
あ
る
国
際
的
武
力
紛
争
の
場
合
、
軍
隊
間
の
接
触
が
あ
れ
ば
よ
い
と
さ

れ
、
烈
度
や
組
織
性
は
ほ
と
ん
ど
問
題
と
な
ら
な
い
。
他
方
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
場
合
は
、
当
事
者
の
非
国
家
性
ゆ
え
に
、
武
力

紛
争
法
を
適
用
す
る
た
め
に
必
要
な
条
件
が
、
国
家
間
武
力
紛
争
に
比
べ
厳
格
で
あ
る
。
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
場
合
に
特
有
の
敷
居

に
つ
い
て
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
が
採
択
さ
れ
た
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
外
交
会
議
で
も
議
論
に
な
っ
て
き
た
点
で
あ
る
。

　

タ
ジ
ッ
チ
基
準
は
、
国
際
刑
事
裁
判
所
（
以
下
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）、
ル
ワ
ン
ダ
国
際
刑
事
裁
判
所
（
以
下
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
）、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ

特
別
裁
判
所
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
特
別
裁
判
所
等
で
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
定
義
と
し
て
広
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の

国
際
的
刑
事
裁
判
所
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
同
基
準
が
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
定
義
と
し
て
、
国
際
刑
事
法
上
妥
当
し

て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
お
い
て
も
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
定
義
と
し
て
タ
ジ
ッ

チ
基
準
が
支
持
さ
れ
て
い
る
。
各
裁
判
所
が
扱
う
武
力
紛
争
の
背
景
や
適
用
規
則
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
以
上
、

各
裁
判
所
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
と
は
異
な
る
定
義
を
お
く
こ
と
は
理
論
上
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
様
々
な
裁
判
所
で
同
じ

定
義
が
使
用
さ
れ
る
事
実
か
ら
、
タ
ジ
ッ
チ
基
準
は
ど
の
よ
う
な
類
型
の
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
も
存
在
す
る
共
通
要
素
を
明
確
化
し

て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

　

学
説
に
お
い
て
も
、
タ
ジ
ッ
チ
基
準
は
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
同
基
準
の
法
的
位
置
づ
け
は
必
ず
し
も

一
致
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
モ
ア
ー
ル
（Lindsay M

oir

）
は
、
二
〇
〇
二
年
の
段
階
で
は
、
同
基
準
が
広
く
受
容
さ
れ
る
定
義
と

な
る
か
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
判
例
に
お
い
て
の
み
権
威
あ
る
定
義
と
な
る
か
は
今
後
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
そ
の
定
義
の
一
般
性
に
つ

い
て
評
価
を
留
保
し
た
。
ま
た
、
様
々
な
判
例
で
タ
ジ
ッ
チ
基
準
が
採
用
さ
れ
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
た
二
〇
〇
八
年
の
ラ
ア
イ
エ

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）
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（Eve La H
aye

）
の
論
考
で
も
、
タ
ジ
ッ
チ
基
準
の
判
例
法
上
の
権
威
を
認
め
つ
つ
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
関
し
て
は
唯
一
で
普

遍
的
な
定
義
は
存
在
し
な
い
と
し
て
い
る
。

　

他
方
、
近
年
で
は
、
タ
ジ
ッ
チ
基
準
の
一
般
性
を
前
提
と
す
る
論
考
が
目
立
つ
。
例
え
ば
、
カ
レ
ン
（A

nthony Cullen

）
は
、
多

様
な
裁
判
所
か
ら
引
用
さ
れ
る
事
実
は
、
同
基
準
の
慣
習
法
と
し
て
の
地
位
を
示
す
と
す
る
。
シ
バ
ク
マ
ラ
ン
（Sandesh Sivaku-

m
aran

）
も
、
同
基
準
が
国
際
裁
判
所
の
み
な
ら
ず
国
際
機
関
な
ど
、
多
様
な
ア
ク
タ
ー
か
ら
引
用
参
照
さ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
、
そ

の
権
威
性
や
重
要
性
を
評
価
し
、「
国
際
人
道
法
（
武
力
紛
争
法
）、
国
際
人
権
法
、
国
際
難
民
法
、
一
般
国
際
法
、
そ
し
て
国
際
刑
事

法
上
適
切
な
定
義
で
あ
る
」
と
す
る
。

　

タ
ジ
ッ
チ
基
準
は
、
タ
ジ
ッ
チ
事
件
と
い
う
一
事
件
に
お
い
て
、
そ
の
事
件
の
背
景
と
な
る
紛
争
の
特
徴
を
考
慮
し
た
基
準
と
し
て

提
示
さ
れ
た
。
一
方
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
そ
の
後
、
自
身
が
扱
う
様
々
な
事
件
に
こ
の
基
準
を
適
用
し
て
き
た
。
し
か
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
個

別
具
体
的
な
事
件
か
ら
生
ま
れ
た
タ
ジ
ッ
チ
基
準
を
、
他
の
事
件
に
適
用
で
き
る
一
般
的
な
基
準
と
し
て
扱
う
際
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に

用
い
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
特
別
な
説
明
を
し
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
同
基
準
が
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
と
し
て
、
旧
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
け
る
様
々
な
事
件
に
適
用
可
能
な
ほ
ど
の
普
遍
的
妥
当
性
を
確
保
し
て
い
る
の
か
は
、
タ
ジ
ッ
チ
事
件
後
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｙ
の
諸
判
例
の
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
ほ
か
な
い
と
い
え
る
。

　

本
稿
で
は
、
右
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
初
期
か
ら
近
年
に
至
る
ま
で
の
タ
ジ
ッ
チ
基
準
を
用
い
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
判
例
を
分
析
す
る

こ
と
で
、
同
基
準
の
具
体
的
な
内
容
及
び
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
解
釈
ア
プ
ロ
ー
チ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
の
検
討
を
通
じ

て
、
タ
ジ
ッ
チ
基
準
が
い
か
な
る
意
味
で
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
定
義
と
し
て
の
普
遍
的
妥
当
性
を
有
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
示

唆
が
得
ら
れ
る
と
考
え
る
。
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
関
す
る
事
件
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
や
Ｉ
Ｃ
Ｃ
で
も
数
多
く
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
各
国
際

的
な
刑
事
裁
判
所
、
特
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
と
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
間
で
は
、
タ
ジ
ッ
チ
基
準
の
解
釈
に
乖
離
が
見
ら
れ
る
。
本
稿
で
の
検
討
は
、
そ
の

（
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よ
う
な
裁
判
所
間
の
判
断
の
差
異
が
何
に
起
因
す
る
も
の
な
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
判
例
状
況
を
体
系
立
て
て
理
解
す
る
た
め
の
前
提

作
業
と
し
て
、
意
義
の
あ
る
も
の
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
検
討
を
通
じ
て
、「
一
国
内
に
お
け
る
政
府
当
局
と
組
織
さ
れ
た
武
装
集
団
と
の
間
又
は
そ
の
よ
う
な
集
団
相
互

の
間
の
長
期
化
し
た
武
力
に
よ
る
暴
力
」
と
い
う
定
義
が
、
こ
の
二
つ
の
要
件
に
収
斂
す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
。

第
一
章　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
と
タ
ジ
ッ
チ
基
準
の
形
成

　
　

一　

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
概
要
お
よ
び
裁
判
所
の
設
立
経
緯

　

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
は
、
民
族
、
宗
教
、
言
語
な
ど
を
異
に
す
る
住
民
が
複
雑
に
入
り
組
ん
で
分
布
す
る
多
民
族
国
家
で
あ
っ
た
が
、

一
九
八
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
経
済
的
行
き
詰
ま
り
と
冷
戦
終
結
に
よ
る
社
会
主
義
陣
営
・
国
家
の
解
体
の
流
れ
の
中
で
民
族
間
の
緊

張
が
高
ま
り
、
一
九
九
一
年
か
ら
一
九
九
二
年
に
か
け
て
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
、
ボ
ス
ニ
ア
の
各
共
和
国
が

相
次
い
で
独
立
を
宣
言
し
た
。
こ
う
し
た
連
邦
構
成
共
和
国
の
独
立
は
、
各
共
和
国
に
お
け
る
多
数
派
民
族
と
少
数
派
民
族
と
の
間
の

対
立
を
増
幅
し
、
国
内
に
お
け
る
民
族
間
、
お
よ
び
共
和
国
間
で
、
国
際
的
関
与
を
伴
う
武
力
紛
争
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
事
態
に
つ
い
て
国
連
安
保
理
は
、
Ｅ
Ｃ
（
の
ち
の
Ｅ
Ｕ
）
と
協
力
し
て
和
平
の
実
現
に
努
め
る
と
同
時
に
、
武
力
紛
争
法
違

反
行
為
の
即
時
停
止
を
繰
り
返
し
要
求
し
、
違
反
者
は
個
人
と
し
て
責
任
を
問
わ
れ
る
旨
警
告
し
て
き
た
。
そ
し
て
一
九
九
三
年
二
月

二
二
日
に
は
安
保
理
決
議
八
〇
八
に
お
い
て
、
国
連
憲
章
第
七
章
下
の
措
置
と
し
て
、
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
国
際
裁
判
所
の
設
置
を
決
定
し

（
決
議
八
〇
八
第
一
項
）、
同
年
五
月
二
五
日
に
は
決
議
八
二
七
で
事
務
総
長
報
告
書
に
付
属
さ
れ
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
を
採
択
し
て

（
決
議
八
二
七
第
二
項
）、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
設
置
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

（
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二　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
適
用
法
規
と
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
法
的
性
質
と
の
関
係

　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
草
案
を
含
む
国
連
事
務
総
長
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
か
ら
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
疑
い
な
く
慣
習
法
化

し
た
武
力
紛
争
法
規
則
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
に
そ
の
対
象
犯
罪
と
し
て
列
挙
さ
れ
た
の
は
、

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
対
す
る
重
大
な
違
反
行
為
（
第
二
条
）、
戦
争
の
法
規
又
は
慣
例
に
対
す
る
違
反
（
第
三
条
）、
集
団
殺
害
（
第

四
条
）、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
（
第
五
条
）
で
あ
る
。
各
条
文
で
は
、
処
罰
対
象
の
行
為
が
列
挙
さ
れ
る
。
加
え
て
、
第
三
条
で
は
、

「
国
際
裁
判
所
は
、
戦
争
の
法
規
又
は
慣
例
に
違
反
し
た
者
を
訴
追
す
る
権
限
を
有
す
る
。
そ
の
違
反
に
は
、［
ａ
項
か
ら
ｅ
項
に
あ

げ
ら
れ
る
］（［　

］
内
筆
者
）
次
の
こ
と
が
含
ま
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
文
言
が
お
か
れ
る
。

　

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
け
る
武
力
紛
争
の
性
質
が
国
際
的
な
も
の
か
非
国
際
的
な
も
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
規
程
自
体
に

は
明
記
さ
れ
な
か
っ
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
管
轄
権
に
つ
い
て
、「
一
九
九
一
年
以
降
」
に
行
わ
れ
た
行
為
と
い
う
時
間
的
な
指
定
は
既
に

国
連
安
保
理
決
議
八
〇
八
に
明
記
さ
れ
て
い
た
。
規
程
第
八
条
に
お
い
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
時
間
的
管
轄
権
が
一
九
九
一
年
一
月
一
日
以
降

と
さ
れ
た
の
は
、
事
務
総
長
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
進
行
中
の
紛
争
が
国
際
的
な
性
格
か
非
国
際
的
な
性
格
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
の
判

断
を
避
け
る
意
図
か
ら
採
用
さ
れ
た
、
中
立
的
な
日
付
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
規
程
上
で
は
武
力
紛
争
の
性
質
は
明
確

に
は
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
が
国
家
間
の
国
際
的
武
力
紛
争
で
あ
る
の
か
、
又
は
一
国
内
の
非
国
際
的
武

力
紛
争
で
あ
る
の
か
は
、
武
力
紛
争
の
性
質
に
よ
り
適
用
法
規
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
た
め
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

　

メ
ロ
ン
（T

heodor M
eron

）
は
、
国
連
安
保
理
自
身
は
決
議
八
〇
八
に
お
い
て
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
が
国
際
の
平
和
と
安

全
に
対
す
る
脅
威
を
構
成
す
る
と
決
定
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
設
立
を
決
定
し
た
こ
と
か
ら
、
事
務
総
長
報
告
書
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
直

接
触
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
国
際
的
武
力
紛
争
を
前
提
と
し
た
適
用
法
規
を
提
案
し
、
こ
の
草
案
が
そ
の
ま
ま
国
連
安
保
理
で
採
択
さ

れ
た
と
す
る
。
メ
ロ
ン
の
見
解
の
他
に
、
ア
メ
リ
カ
国
連
代
表
オ
ル
ブ
ラ
イ
ト
も
、
規
程
は
国
際
的
武
力
紛
争
を
背
景
に
起
草
さ
れ
た
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と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
に
従
え
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
設
立
過
程
に
お
い
て
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
は
国
際
的
武
力
紛
争
で

あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
そ
の
武
力
紛
争
に
お
け
る
規
則
の
適
用
を
予
定
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

他
方
、
規
程
第
三
条
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
条
文
に
は
共
通
三
条
や
第
二
追
加
議
定
書
と
い
っ
た
非
国
際
的
武
力
紛
争

規
則
の
内
容
が
含
ま
れ
る
と
す
る
見
解
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
オ
ル
ブ
ラ
イ
ト
は
、
前
記
の
よ
う
に
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
が
国
際

的
武
力
紛
争
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
つ
つ
も
、「
第
三
条
に
い
う
戦
争
の
法
規
又
は
慣
例
に
は
、
共
通
三
条
と
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約

の
両
追
加
議
定
書
を
含
む
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
領
域
内
で
効
力
を
有
し
て
い
た
武
力
紛
争
法
の
諸
協
定
の
下
で
の
す
べ
て
の
義
務
が

含
ま
れ
る
と
理
解
さ
れ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

　

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
け
る
武
力
紛
争
の
性
質
に
関
わ
る
適
用
法
規
の
問
題
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
任
務
開
始
後
に
、
設
立
過
程
の
想

定
と
は
異
な
る
形
で
解
決
さ
れ
た
。
タ
ジ
ッ
チ
事
件
管
轄
権
上
訴
審
中
間
決
定
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
が
国
際
的
側
面
と
国
内

的
側
面
の
両
面
を
持
つ
こ
と
を
確
認
し
た
。
規
程
第
二
条
の
犯
罪
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
規
定
に
基
づ
い
て
保
護
さ
れ
る
人
又
は
財

産
へ
の
侵
害
に
対
し
て
の
み
訴
追
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
人
又
は
財
産
が
保
護
さ
れ
る
の
は
国
際
的
武
力
紛
争
の
渦
中
に
お
い
て
の
み

で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
第
二
条
は
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
行
わ
れ
た
行
為
に
の
み
適
用
さ
れ
る
。
一
方
、
第
三
条
の
犯
罪
は
、
そ

の
他
の
条
項
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
人
道
法
の
す
べ
て
の
違
反
を
カ
バ
ー
す
る
一
般
条
項
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
戦
争
の
法
規
又

は
慣
例
の
基
本
原
則
は
、
国
際
的
、
国
内
的
を
問
わ
ず
す
べ
て
の
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
と
す
る
。

　

規
程
第
三
条
に
含
ま
れ
る
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
犯
罪
と
は
、
共
通
三
条
と
そ
の
他
の
国
内
的
武
力
紛
争
に
関
す
る
慣
習
規
則
に
対

す
る
違
反
で
あ
る
。
そ
の
後
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
判
例
に
お
い
て
、
訴
追
対
象
と
な
る
行
為
の
具
体
的
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
例
え
ば
、

フ
ル
ン
ジ
ャ
事
件
判
決
で
は
第
二
追
加
議
定
書
第
四
条
二
項
⒠
の
強
姦
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
、
ク
ル
ノ
ジ
ェ
ラ
ッ
チ
事
件
判
決
で
は
同

項
⒡
の
奴
隷
制
度
の
禁
止
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
、
そ
し
て
ブ
ラ
シ
ュ
キ
ッ
チ
事
件
判
決
で
は
同
議
定
書
第
一
三
条
二
項
の
文
民
保
護
が
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慣
習
法
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
規
程
第
三
条
に
は
、
共
通
三
条
で
禁
止
さ
れ
る
行
為
の
範
囲
を
超
え
て
、
第

二
追
加
議
定
書
の
う
ち
慣
習
法
化
し
た
一
部
の
行
為
が
戦
争
犯
罪
と
し
て
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　

長
期
に
わ
た
り
一
国
が
複
数
の
国
に
分
裂
す
る
過
程
で
闘
わ
れ
た
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
で
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的

武
力
紛
争
の
双
方
が
複
雑
に
絡
み
あ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
結
果
と
し
て
、
同
一
の
規
定
が
異
な
る
武
力
紛
争
に
対
し
て
適
用

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　

三　

タ
ジ
ッ
チ
事
件
に
お
け
る
武
力
紛
争
の
定
義
─
─
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
区
別

　

一
九
九
五
年
に
審
理
が
開
始
さ
れ
た
タ
ジ
ッ
チ
事
件
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
最
初
に
審
理
さ
れ
た
事
件
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
最
初

の
判
決
が
出
さ
れ
た
エ
ル
デ
モ
ヴ
ィ
ッ
チ
事
件
で
は
、
被
告
人
は
自
ら
出
頭
し
有
罪
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
た
め
、
タ
ジ
ッ
チ
事
件
が

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
の
実
質
的
な
議
論
が
行
わ
れ
た
最
初
の
審
理
と
な
っ
た
。

　

タ
ジ
ッ
チ
事
件
の
背
景
で
あ
る
ボ
ス
ニ
ア
紛
争
は
、
多
民
族
国
家
で
起
き
た
非
国
家
的
武
装
集
団
間
の
内
戦
で
あ
る
と
同
時
に
こ
れ

に
隣
国
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
共
和
国
（
新
ユ
ー
ゴ
）
の
関
与
が
加
わ
る
と
い
う
複
雑
な
性
質
を
帯
び
て
い
た
。

　

本
件
で
争
点
と
な
っ
た
の
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
重
大
な
違
反
を
扱
う
規
程
第
二
条
に
よ
り
被
告
人
を
有
罪
と
す
る
要
件
の
一

つ
と
し
て
、
ボ
ス
ニ
ア
で
の
武
力
紛
争
が
国
際
的
武
力
紛
争
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
か
で
あ
っ
た
。
弁
護
側
は
被
告
人
が
訴
追
さ

れ
て
い
る
犯
罪
類
型
は
い
ず
れ
も
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
犯
罪
で
あ
り
、
被
告
人
の
行
為
は
仮
に
立
証
さ
れ
た
と
し
て
も
非
国
際

的
武
力
紛
争
に
お
け
る
行
為
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
に
は
管
轄
権
が
な
い
、
と
主
張
し
た
が
、
上
訴
審
は
こ
の
抗
弁
を
却
下
し
た
。
そ

の
判
断
に
際
し
て
、
武
力
紛
争
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

タ
ジ
ッ
チ
事
件
管
轄
権
上
訴
審
中
間
決
定
で
は
、「
武
力
紛
争
（an arm

ed conflict

）
は
、
国
家
間
で
軍
隊
の
使
用
（a resort 
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to arm
ed force betw

een States

）
に
訴
え
る
か
、
一
国
内
に
お
け
る
政
府
当
局
と
組
織
さ
れ
た
武
装
集
団
と
の
間
又
は
そ
の
よ
う

な
集
団
相
互
の
間
の
長
期
化
し
た
武
器
を
用
い
た
暴
力
が
あ
れ
ば
、
常
に
存
在
す
る
」
と
定
義
さ
れ
た
。
こ
の
定
義
の
う
ち
、
前
半
部

分
が
国
際
的
武
力
紛
争
に
該
当
し
、
後
半
部
分
が
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
あ
た
る
。

　

同
決
定
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
定
義
を
行
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
非
国
際

的
武
力
紛
争
の
地
理
的
お
よ
び
時
間
的
範
囲
は
、「
国
際
的
な
武
力
紛
争
と
同
様
に
広
い
も
の
で
あ
り
」、「
そ
の
概
念
は
共
通
三
条
が

そ
の
保
護
対
象
を
、『
敵
対
行
為
に
直
接
参
加
し
な
い
者
』
と
し
て
い
る
こ
と
に
反
映
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
共
通
三
条
が
実
際
の

戦
闘
地
域
と
い
う
狭
い
地
理
的
範
囲
の
外
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
」。「
同
様
に
第
二
追
加
議
定
書
も
そ
の
保
護
対
象

を
『
武
力
紛
争
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
す
べ
て
の
者
』
と
し
、
第
二
追
加
議
定
書
二
条
二
項
の
下
、
実
際
的
な
戦
闘
が
あ
る
か
ど
う

か
を
超
え
て
、
当
該
規
則
が
適
用
可
能
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
広
い
時
間
的
範
囲
を
示
す
も
の
で
あ
る
」。
し
た
が
っ
て
、
本
決
定

で
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
つ
い
て
、
そ
の
範
囲
を
限
定
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
ず
、
適
用
範
囲
を
広
く
確
保
す
る
意
図
が
あ
っ
た

と
い
え
る
。

　

タ
ジ
ッ
チ
事
件
本
案
判
決
に
お
い
て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
が
存
在
す
る
た
め
の
二
つ
の
基
準
（criteria

）
と
し
て
、
タ
ジ
ッ
チ

基
準
の
下
、
紛
争
の
烈
度
と
紛
争
当
事
者
の
組
織
性
が
導
か
れ
た
。

　

烈
度
と
組
織
性
は
、「
密
接
に
関
係
す
る
基
準
（closely related criteria

）」
と
呼
ば
れ
、
ど
の
よ
う
な
関
連
性
が
あ
る
の
か
は

明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
相
互
に
連
関
し
あ
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
こ
れ
ら
の
基
準
は
、
武
力
紛
争
法
の
適

用
外
で
あ
る
山
賊
行
為
、
組
織
化
さ
れ
て
い
な
い
短
期
間
の
暴
動
、
テ
ロ
活
動
（banditry, unorganized and short-lived insur-

rections, or terrorist activities, w
hich are not subject to international hum

anitarian law

）
と
区
別
す
る
と
い
う
最
低
限

の
目
的
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
。」
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タ
ジ
ッ
チ
基
準
で
は
、「
長
期
化
し
た
武
力
に
よ
る
暴
力
」
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
期
間
」
に
関
す
る
言
及
は
あ
る
も

の
の
、「
烈
度
」
に
関
す
る
直
接
の
言
及
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
タ
ジ
ッ
チ
基
準
に
つ
い
て
な
ぜ
烈
度
が
要
件
と
な
る
の
か
、
と
い
う

点
は
一
見
不
分
明
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
は
じ
め
て
明
確
に
説
明
さ
れ
た
の
が
、
二
〇
〇
八
年
の
ハ
ラ
デ
ィ
ナ
イ
事
件
第
一
審

本
案
判
決
で
あ
る
。
同
判
決
に
お
い
て
、「
長
期
化
し
た
武
力
に
よ
る
暴
力
と
は
、
暴
力
の
期
間
よ
り
は
む
し
ろ
、
暴
力
の
烈
度
に
重

点
を
お
く
（referring m

ore to the intensity of the arm
ed violence than to its duration

）」
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
暴

力
の
期
間
を
代
替
す
る
要
素
と
し
て
暴
力
の
烈
度
と
い
う
概
念
が
示
さ
れ
た
。

　

組
織
性
に
関
し
て
は
、
定
義
上
、
文
言
と
し
て
明
確
に
表
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
由
来
は
特
段
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、

「
政
府
当
局
」
の
警
察
や
国
家
の
軍
隊
に
関
し
て
は
そ
の
組
織
性
は
通
常
は
問
題
と
な
ら
ず
、
組
織
性
要
件
は
武
装
集
団
に
の
み
向
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
タ
ジ
ッ
チ
基
準
に
は
、
政
府
が
紛
争
当
事
者
と
な
ら
な
い
武
装
集
団
間
の
武
力
紛
争
も
含
ま
れ
る
た
め
、

や
は
り
ど
の
よ
う
な
類
型
の
非
国
際
的
武
力
紛
争
で
あ
れ
、
必
須
と
な
る
の
は
武
装
集
団
の
組
織
性
と
な
る
。

　

こ
れ
ら
二
要
件
で
構
成
さ
れ
る
タ
ジ
ッ
チ
基
準
は
、
そ
の
後
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
諸
判
例
に
お
い
て
一
貫
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

そ
の
よ
う
な
判
例
の
蓄
積
の
中
か
ら
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
、
何
を
以
っ
て
烈
度
な
い
し
組
織
性
と
す
る
の
か
、
度
合
い
を
は
か
る
た
め
の
尺

度
で
あ
る
指
標
（indicative factor

）
を
見
い
だ
し
、
明
確
化
し
て
い
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
決
定
的
な
も
の
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
示
唆
的
（indicative

）
な
も
の
で
あ
り
、
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
判
断
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
指
標
の
具
体
的

内
容
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
と
第
四
章
で
そ
れ
ぞ
れ
後
述
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
指
標
に
つ
い
て
、
ハ
ラ
デ
ィ
ナ
イ
事
件
第
一
審
判
決
ま
で
は
も
っ
ぱ
ら
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
判
例
の
み
を
参
照
し
て
い
た
が
、
ボ

ス
コ
ス
キ
事
件
第
一
審
判
決
で
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
だ
け
で
な
く
、
国
内
裁
判
所
の
判
例
や
国
家
実
行
を
参
照
し
た
う
え
で
、
指
標
が
示
さ

れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
タ
ジ
ッ
チ
基
準
が
一
般
的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

（
44
）（

45
）



論　　　説

（阪大法学）65（3-138）　872 〔2015. 9 〕

と
が
推
測
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
国
内
に
お
け
る
武
力
紛
争
に
つ
い
て
国
際
法
を
適
用
す
る
た
め
に
は
、
烈
度
や
組
織
性
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
発
想

は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
判
例
で
突
如
出
現
し
た
も
の
で
は
な
い
。
古
典
的
な
議
論
と
し
て
は
、
国
家
間
の
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
武
力
紛

争
法
規
則
を
、
国
家
が
武
装
集
団
に
交
戦
資
格
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
内
で
発
生
す
る
武
力
紛
争
に
も
適
用
す
る
と
い
う
、
交

戦
団
体
承
認
制
度
が
あ
る
。
国
家
実
行
や
諸
学
説
に
お
い
て
、
交
戦
団
体
と
し
て
承
認
さ
れ
う
る
条
件
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
っ
た
が
、

一
致
し
た
結
論
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
議
論
さ
れ
た
承
認
の
条
件
の
中
に
は
、
地
方
的
な
も
の
と
区
別
さ
れ
る
一
般
的
性
質
の
武
力
紛

争
の
存
在
や
、
反
徒
に
よ
る
領
域
的
支
配
の
確
立
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
、
今
日
に
お
け
る
非
国
際
的
武
力
紛
争
概
念
の
議
論
に
つ
な
が
る

も
の
が
あ
る
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
双
方
を
対
象
と
す
る
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
が
成
立
し
た
こ
と

に
よ
り
、
交
戦
団
体
承
認
に
よ
ら
な
い
非
国
際
的
武
力
紛
争
へ
の
規
制
が
実
現
し
た
。
共
通
三
条
や
第
二
追
加
議
定
書
の
適
用
条
件
を

め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
規
則
が
い
か
な
る
武
力
紛
争
へ
の
適
用
を
想
定
す
る
の
か
が
議
論
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
般
的
な
議
論
と
し
て
、

非
国
際
的
武
力
紛
争
が
存
在
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
要
素
が
必
要
で
あ
る
か
、
結
論
が
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

前
記
の
よ
う
に
、
上
訴
審
は
、
共
通
三
条
や
第
二
追
加
議
定
書
の
起
草
過
程
の
議
論
や
コ
メ
ン
タ
リ
ー
を
参
照
し
な
が
ら
、
非
国
際

的
武
力
紛
争
の
定
義
を
行
っ
た
。
本
稿
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
判
例
に
お
け
る
タ
ジ
ッ
チ
基
準
に
い
う
烈
度
要
件
と
組
織
性
要
件
の
内
容
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
、
紙
幅
の
都
合
上
、
武
力
紛
争
法
の
慣
習
法
や
条
約
規
則
に
お
け
る
適
用
条
件
と
の
比
較
は

別
の
機
会
と
し
、
以
降
で
は
結
論
を
導
く
の
に
必
要
な
限
度
で
触
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
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第
二
章　

非
国
際
的
武
力
紛
争
の
敷
居
と
し
て
の
タ
ジ
ッ
チ
基
準

　

こ
こ
ま
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
お
け
る
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
適
用
法
規
、
お
よ
び
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
定
義
で
あ
る
、
タ
ジ
ッ
チ
基

準
と
そ
の
二
要
件
の
形
成
に
至
る
ま
で
の
流
れ
を
確
認
し
た
。

　

上
訴
審
は
、「
武
力
紛
争
の
定
義
は
、
敵
対
行
為
が
国
際
的
で
あ
る
か
、
国
内
的
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
変
化
す
る
」
と
い
う
認
識
の

下
、
ボ
ス
ニ
ア
に
お
け
る
状
況
が
国
際
的
武
力
紛
争
か
非
国
際
的
武
力
紛
争
で
あ
る
か
を
区
別
す
る
た
め
に
、
武
力
紛
争
の
定
義
を
行

っ
た
。
し
た
が
っ
て
国
際
的
か
に
せ
よ
非
国
際
的
か
に
せ
よ
、
武
力
紛
争
が
当
然
に
存
在
す
る
と
い
う
前
提
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ

の
結
果
、
ボ
ス
ニ
ア
で
発
生
し
た
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
戦
争
犯
罪
の
訴
追
に
お
い
て
は
、
烈
度
や
組
織
性
の
検
討
は
さ
ほ
ど
詳
細
で

は
な
い
。
高
い
攻
撃
能
力
を
有
し
領
域
的
な
支
配
の
事
実
も
あ
る
よ
う
な
武
装
集
団
で
あ
り
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
匹
敵
す
る
よ
う
な

高
烈
度
な
暴
力
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
武
力
紛
争
の
紛
争
当
事
者
た
る
武
装
集
団
と
は
何
か
、
最
低
限
の
烈
度
と
は
何

か
を
厳
密
に
検
討
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
の
後
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
、
よ
り
小
規
模
な
コ
ソ
ボ
紛
争
や
マ
ケ
ド
ニ
ア
紛
争
に
お
け
る
事
件
を
扱
っ
て
い
く
中
で
、
そ
も
そ

も
武
力
紛
争
が
存
在
す
る
の
か
が
問
題
と
な
り
、
特
に
暴
力
の
態
様
が
争
点
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
事
件
の
検
討
に
あ
た
り
、
非
国
際
的

武
力
紛
争
と
そ
れ
に
は
至
ら
な
い
そ
の
他
の
事
態
を
区
別
す
る
と
い
う
敷
居
と
し
て
の
二
要
件
の
内
容
が
明
確
に
な
っ
て
い
く
。

　

第
二
章
で
は
、
そ
れ
ら
の
限
界
事
例
を
概
観
し
、
続
く
第
三
章
と
第
四
章
で
各
要
件
の
解
釈
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

　
　

一　

コ
ソ
ボ
紛
争

　

コ
ソ
ボ
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
を
構
成
し
た
セ
ル
ビ
ア
共
和
国
の
南
部
に
あ
り
、
人
口
約
二
〇
〇
万
人
の
う
ち
約
九
割
を
ア
ル
バ

（
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ニ
ア
系
住
民
が
、
残
り
の
多
数
を
セ
ル
ビ
ア
系
住
民
が
占
め
る
地
域
で
あ
っ
た
。
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
一
九
七
四
年
憲
法
体
制
に
お

い
て
、
同
地
域
は
コ
ソ
ボ
自
治
州
と
し
て
、
他
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
を
構
成
す
る
六
つ
の
共
和
国
と
同
様
に
自
ら
の
憲
法
を
有
し
、

か
つ
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
最
高
の
政
策
決
定
機
関
で
あ
る
連
邦
幹
部
会
に
一
票
を
行
使
で
き
る
地
位
を
有
し
た
。

　

し
か
し
一
九
八
九
年
、
セ
ル
ビ
ア
共
和
国
の
ミ
ロ
シ
ェ
ビ
ッ
チ
大
統
領
が
セ
ル
ビ
ア
人
の
民
族
主
義
を
背
景
に
コ
ソ
ボ
自
治
州
の
自

治
権
を
大
幅
に
縮
小
し
た
こ
と
か
ら
、
ア
ル
バ
ニ
ア
系
住
民
の
抵
抗
運
動
が
拡
大
し
、
一
九
九
〇
年
に
は
「
コ
ソ
ボ
共
和
国
」
の
樹
立

が
宣
言
さ
れ
た
。
し
か
し
、
セ
ル
ビ
ア
当
局
か
ら
独
立
の
承
認
を
得
ら
れ
ず
、
国
際
社
会
か
ら
も
独
立
に
つ
い
て
支
持
が
な
く
、
セ
ル

ビ
ア
当
局
と
ア
ル
バ
ニ
ア
系
住
民
と
の
対
立
が
深
ま
っ
た
。
コ
ソ
ボ
に
お
け
る
対
立
の
高
ま
り
に
は
、
隣
国
ア
ル
バ
ニ
ア
の
社
会
不
安

や
、
一
九
九
五
年
一
二
月
に
協
議
が
終
了
し
た
ボ
ス
ニ
ア
紛
争
の
和
平
会
議
に
お
い
て
コ
ソ
ボ
問
題
が
検
討
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
、

近
隣
地
域
の
情
勢
不
安
が
大
き
く
関
係
し
て
い
た
。

　
（
1
）
リ
マ
イ
事
件
第
一
審
判
決
（
二
〇
〇
五
年
）

　

コ
ソ
ボ
に
お
け
る
犯
罪
に
つ
い
て
、
比
較
的
早
い
時
期
に
お
け
る
武
力
紛
争
の
存
在
を
確
認
し
た
の
は
、
二
〇
〇
五
年
の
リ
マ
イ
事

件
第
一
審
判
決
で
あ
る
。
第
一
審
で
争
点
と
な
っ
た
の
は
、
コ
ソ
ボ
に
お
け
る
暴
力
の
拡
散
の
形
態
、
当
事
者
間
の
武
力
の
不
均
衡
、

そ
し
て
暴
力
の
目
的
で
あ
る
。

　

弁
護
側
の
抗
弁
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
コ
ソ
ボ
に
お
け
る
暴
力
と
は
、
各
地
域
で
発
生
し
た
相
互
に
関
連
し
な
い
攻
撃
で
あ
っ
て
、

一
時
的
な
散
発
的
暴
力
が
広
範
囲
に
亘
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
セ
ル
ビ
ア
軍
に
よ
る
一
方
的
な
武
力
行
使
で
は
、
武
力
紛
争
と

さ
れ
る
長
期
化
し
た
暴
力
と
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
セ
ル
ビ
ア
軍
の
武
力
行
使
の
目
的
は
武
装
集
団
の
掃
討
で
は
な
く
、
コ
ソ
ボ
の
民

族
浄
化
の
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
武
力
紛
争
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
主
張
し
た
（
一
六
八
～
一
七
〇
項
）。
第
一
審
は
、
以
下
の

（
50
）

（
51
）

（
52
）
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事
実
認
定
に
基
づ
い
て
武
力
紛
争
の
存
否
を
判
断
し
、
弁
護
側
の
抗
弁
を
却
下
し
た
。

　

コ
ソ
ボ
で
は
、
散
発
的
な
暴
力
は
一
九
九
七
年
か
ら
一
九
九
八
年
は
じ
め
に
発
生
し
て
い
た
が
、
一
九
九
八
年
二
月
か
ら
三
月
に
か

け
て
、
コ
ソ
ボ
自
治
州
の
首
都
プ
リ
シ
チ
ナ
西
部
地
域
お
よ
び
コ
ソ
ボ
中
部
に
お
い
て
、
セ
ル
ビ
ア
治
安
部
隊
と
コ
ソ
ボ
解
放
軍

（K
osovo Liberation A

rm
y

：
Ｋ
Ｌ
Ａ
）
の
間
で
武
力
衝
突
が
発
生
し
た
。
こ
の
時
期
に
セ
ル
ビ
ア
治
安
部
隊
は
、
Ｋ
Ｌ
Ａ
に
対

し
て
、
大
規
模
な
掃
討
作
戦
を
展
開
し
た
。
三
月
中
に
は
、
警
察
隊
の
大
量
配
備
や
文
民
の
活
動
の
停
止
が
報
告
さ
れ
、
一
〇
の
街
に

お
け
る
Ｋ
Ｌ
Ａ
と
セ
ル
ビ
ア
軍
、
警
察
、
準
軍
事
組
織
に
よ
る
軍
事
活
動
が
実
施
さ
れ
た
。
四
月
に
は
セ
ル
ビ
ア
人
と
ア
ル
バ
ニ
ア
人

の
間
の
緊
張
関
係
は
次
第
に
高
ま
り
、
二
二
日
に
は
二
つ
の
地
域
に
お
け
る
ア
ル
バ
ニ
ア
系
住
民
と
セ
ル
ビ
ア
軍
と
の
間
の
大
規
模
な

銃
撃
戦
が
発
生
し
た
。
五
月
以
降
に
は
、
各
都
市
で
ほ
ぼ
毎
日
の
よ
う
に
激
し
い
攻
撃
が
起
こ
り
、
そ
れ
に
伴
い
死
傷
者
数
も
増
大
し

状
況
は
日
々
複
雑
化
し
た
。
ま
た
セ
ル
ビ
ア
軍
側
が
使
用
す
る
武
器
の
種
類
も
拡
大
し
て
い
く
。
こ
の
状
況
の
悪
化
に
伴
い
、
大
量
の

避
難
民
が
発
生
し
、
五
月
初
め
に
は
数
週
間
で
五
〇
〇
〇
人
の
文
民
が
マ
ケ
ド
ニ
ア
に
逃
れ
、
六
月
末
に
は
一
一
五
〇
〇
人
が
マ
ケ
ド

ニ
ア
に
難
民
認
定
さ
れ
た
（
一
三
五
～
一
六
七
項
）。

　

リ
マ
イ
事
件
第
一
審
判
決
で
は
、
広
範
か
つ
拡
大
す
る
地
域
の
中
で
、
三
日
か
ら
七
日
お
き
の
断
続
的
な
武
力
衝
突
が
事
実
上
継
続

し
て
発
生
し
て
い
た
と
し
た
。
さ
ら
に
一
方
的
な
武
力
行
使
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
Ｋ
Ｌ
Ａ
の
組
織
性
、
準
備
、
訓
練
や
武
装
の

程
度
に
お
い
て
セ
ル
ビ
ア
軍
よ
り
も
劣
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
自
体
は
攻
撃
が
一
方
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
と
し
た
。
Ｋ
Ｌ
Ａ

の
攻
撃
は
コ
ソ
ボ
の
広
範
囲
な
地
域
に
お
い
て
多
様
な
目
標
に
対
し
て
行
わ
れ
、
さ
ら
に
軍
事
な
い
し
警
察
行
動
中
の
セ
ル
ビ
ア
軍
に

十
分
対
抗
し
て
お
り
、
ゲ
リ
ラ
戦
法
に
よ
っ
て
十
分
に
戦
果
を
お
さ
め
て
い
た
。
ま
た
、
武
力
紛
争
の
存
在
は
、
軍
隊
の
交
戦
の
目
的

と
関
係
な
く
、
烈
度
と
組
織
性
の
二
つ
の
要
件
に
し
た
が
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
し
て
、
弁
護
側
の
抗
弁
を
退
け
た
（
一
六
八
～
一
七
〇

項
）。
そ
し
て
、
烈
度
要
件
と
組
織
性
要
件
を
満
た
す
武
力
紛
争
が
、
一
九
九
八
年
五
月
末
以
前
に
は
存
在
す
る
と
し
た
（
一
七
二
～
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一
七
三
項
）。

　
（
2
）
ハ
ラ
デ
ィ
ナ
イ
事
件
再
訴
判
決
（
二
〇
一
二
年
）

　

二
〇
一
二
年
の
ハ
ラ
デ
ィ
ナ
イ
事
件
再
訴
判
決
で
は
、
リ
マ
イ
事
件
第
一
審
よ
り
も
、
さ
ら
に
明
確
に
武
力
紛
争
の
発
生
時
期
に
つ

い
て
検
討
す
る
た
め
、
一
九
九
八
年
五
月
以
前
の
状
況
に
着
目
し
た
。

　

一
九
九
八
年
三
月
二
日
以
降
、
五
つ
の
街
で
警
察
に
対
し
て
「
毎
日
の
よ
う
に
（daily basis

）」
攻
撃
が
発
生
し
て
お
り
、
こ
れ

は
Ｋ
Ｌ
Ａ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
三
月
中
に
、
特
殊
部
隊
も
含
め
、
八
〇
〇
〇
か
ら
一
〇
〇
〇
〇
人
の
セ
ル
ビ
ア

軍
兵
士
が
コ
ソ
ボ
に
配
置
さ
れ
た
。
三
月
二
四
日
に
は
Ｋ
Ｌ
Ａ
の
幹
部
で
あ
る
ハ
ラ
デ
ィ
ナ
イ
の
一
族
の
村
や
そ
の
他
の
村
に
お
い
て
、

重
火
器
、
防
空
シ
ス
テ
ム
や
対
空
砲
を
使
用
し
た
非
常
に
激
し
い
攻
撃
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
以
降
は
、
四
月
二
一
日
ま
で
、
身

元
不
明
の
人
物
に
よ
る
攻
撃
が
複
数
回
あ
っ
た
も
の
の
、
セ
ル
ビ
ア
軍
と
Ｋ
Ｌ
Ａ
と
の
間
で
武
力
衝
突
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
四
月
二

二
日
に
Ｋ
Ｌ
Ａ
と
セ
ル
ビ
ア
軍
と
の
武
力
衝
突
が
再
開
し
、
翌
二
三
日
に
も
非
常
に
緊
張
し
た
状
態
に
あ
り
、
警
察
隊
や
軍
は
か
つ
て

な
い
ほ
ど
の
人
員
の
配
備
や
武
器
を
使
用
し
、
そ
の
後
二
四
日
か
ら
二
七
日
ま
で
、
Ｋ
Ｌ
Ａ
と
セ
ル
ビ
ア
軍
の
交
戦
、
各
地
で
の
検
問

所
へ
の
攻
撃
が
毎
日
の
よ
う
に
発
生
し
た
（
四
〇
〇
～
四
〇
五
項
。
五
〇
～
六
〇
頁
も
参
照
）。

　

Ｋ
Ｌ
Ａ
幹
部
へ
の
攻
撃
に
よ
り
、
一
九
九
八
年
二
月
末
か
ら
三
月
末
の
間
Ｋ
Ｌ
Ａ
と
セ
ル
ビ
ア
軍
と
の
間
の
紛
争
は
、
著
し
く
激
化

し
た
が
、
そ
の
後
比
較
的
平
穏
な
時
期
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
た
た
め
、
四
月
二
二
日
以
前
に
は
武
力
紛
争
は
存
在
し
な
い
と
判
断
さ
れ

た
（
四
一
一
項
）。
ま
た
、
同
判
決
で
は
、
一
九
九
八
年
四
月
二
二
日
以
降
に
武
力
紛
争
が
存
在
す
る
こ
と
に
裁
判
当
事
者
間
で
争
い

が
な
か
っ
た
た
め
、
二
二
日
以
降
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
行
わ
な
か
っ
た
が
、
四
月
二
二
日
以
降
に
武
力
紛
争
が
存
在
し
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
た
（
四
一
四
項
）。

（
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）
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二　

マ
ケ
ド
ニ
ア
紛
争

　

マ
ケ
ド
ニ
ア
紛
争
は
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
共
和
国
（the form

er Y
ugoslav Republic of M

acedonia

：
Ｆ
Ｙ
Ｒ

Ｏ
Ｍ
）
内
で
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
治
安
部
隊
と
ア
ル
バ
ニ
ア
系
住
民
の
民
族
解
放
軍
（the ethnic A

lbanian N
ational Liberation 

A
rm

y
：
Ｎ
Ｌ
Ａ
）
と
の
間
に
発
生
し
た
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
事
例
で
あ
る
。

　

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
か
ら
独
立
後
お
お
む
ね
安
定
し
て
い
た
マ
ケ
ド
ニ
ア
国
内
で
も
、
コ
ソ
ボ
紛
争
に
よ
っ
て
約
五
〇
万
人
の
コ
ソ

ボ
地
域
の
ア
ル
バ
ニ
ア
系
住
民
が
難
民
と
し
て
押
し
寄
せ
て
き
た
。
人
口
の
三
割
を
占
め
る
ア
ル
バ
ニ
ア
系
住
民
は
か
ね
て
よ
り
高
度

な
自
治
を
要
求
し
て
い
た
が
、
難
民
流
入
に
よ
っ
て
ア
ル
バ
ニ
ア
民
族
主
義
が
高
ま
り
、
二
〇
〇
一
年
、
Ｎ
Ｌ
Ａ
が
武
装
蜂
起
し
、
マ

ケ
ド
ニ
ア
治
安
部
隊
と
の
間
で
武
力
衝
突
が
発
生
し
た
。

　

二
〇
一
五
年
現
在
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
に
関
す
る
唯
一
の
裁
判
例
で
あ
る
二
〇
〇
八
年
の
ボ
シ
ュ
コ
ス
キ
事
件
第
一
審
判
決
で
、
マ
ケ
ド

ニ
ア
で
発
生
し
た
暴
力
の
地
理
的
範
囲
や
被
害
の
規
模
が
、
比
較
的
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
争
点
と
な
っ
た
。
実
際
、
マ
ケ
ド
ニ
ア

政
府
の
み
な
ら
ず
国
連
安
保
理
を
含
め
、
一
般
的
に
は
Ｎ
Ｌ
Ａ
の
暴
力
行
為
が
、
テ
ロ
行
為
と
し
て
当
時
み
な
さ
れ
て
い
た
。
弁
護
側

は
、
タ
ジ
ッ
チ
基
準
が
テ
ロ
活
動
を
除
外
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
達
す
る
に
は
、
大
き
な
数
の
死
傷
者
や

物
理
的
破
壊
の
範
囲
の
広
さ
が
必
要
で
あ
り
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
に
は
武
力
紛
争
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
主
張
し
た
（
一
七
九
～
一
八
四

項
）。
ボ
シ
ュ
コ
ス
キ
事
件
第
一
審
は
、
以
下
の
事
実
認
定
に
基
づ
い
て
武
力
紛
争
の
存
否
を
判
断
し
、
弁
護
側
の
抗
弁
を
退
け
た
。

　

マ
ケ
ド
ニ
ア
で
は
、
二
〇
〇
一
年
一
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
、
北
西
部
に
位
置
す
る
ク
マ
ノ
ヴ
ォ
の
一
地
域
で
、
Ｎ
Ｌ
Ａ
に
よ
る
マ

ケ
ド
ニ
ア
治
安
部
隊
へ
の
小
規
模
な
攻
撃
が
、
軽
火
器
や
地
雷
、
爆
弾
の
方
法
に
よ
っ
て
、
散
発
的
に
発
生
し
た
。
そ
の
他
、
誘
拐
や

国
境
警
備
隊
へ
の
攻
撃
も
行
わ
れ
た
。
三
月
に
、
国
連
は
早
々
に
議
長
声
明
や
決
議
で
マ
ケ
ド
ニ
ア
で
の
「
テ
ロ
行
為
」
を
非
難
し
、

憂
慮
を
表
明
し
た
（
二
一
二
～
二
一
五
項
）。

（
54
）

（
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五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
に
お
け
る
状
況
は
、
よ
り
深
刻
な
局
面
（ a decidedly m

ore serious turn

）
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
軍
が
攻
撃
を
開
始
し
、
戦
車
、
武
装
ヘ
リ
な
ど
の
重
火
器
や
多
く
の
種
類
の
武
器
が
使
用
さ
れ
、
Ｎ
Ｌ
Ａ
側

も
使
用
す
る
武
器
の
種
類
が
増
加
し
、
攻
撃
が
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
は
、
ク
マ
ノ
ヴ
ォ
と
隣
接
す
る
北
西
部
の
四
つ
の
地
方
に
暴
力
が
拡
大
し
、
一
部
で
は
連
続
的
に
武
力
衝

突
が
発
生
し
た
。
そ
の
間
に
多
く
の
文
民
が
移
動
し
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
仲
介
に
よ
り
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
政
府
と
Ｎ
Ｌ
Ａ
の
間
で
何
度
か
停
戦

合
意
が
持
た
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
破
ら
れ
た
（
二
一
六
～
二
二
八
項
）。
八
月
に
は
本
件
に
お
い
て
訴
追
さ
れ
る
リ
ュ
ボ
テ
ン
や
い
く

つ
か
の
村
で
、
数
日
間
に
及
ぶ
激
し
い
戦
闘
が
行
わ
れ
た
（
二
二
九
～
二
三
二
項
）。
八
月
に
オ
フ
リ
ド
合
意
が
結
ば
れ
る
が
、
Ｎ
Ｌ

Ａ
は
こ
の
合
意
の
当
事
者
で
は
な
く
、
そ
の
後
も
攻
撃
は
続
け
ら
れ
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
よ
る
「
欠
か
せ
な
い
収
穫
作
戦(O

peration Es-

sential H
arvest)

」
に
よ
る
解
決
が
図
ら
れ
る
（
二
三
五
～
二
三
六
項
）。

　

事
態
の
激
化
に
も
拘
わ
ら
ず
、
双
方
お
よ
び
文
民
の
被
害
が
比
較
的
少
な
い
こ
と
（
一
度
の
武
力
衝
突
に
よ
る
最
も
多
い
死
亡
者
数

が
一
六
九
人
）
や
、
軍
の
重
火
器
の
使
用
に
も
関
わ
ら
ず
、
建
造
物
へ
の
被
害
が
比
較
的
小
規
模
で
あ
る
こ
と
は
、
軍
や
警
察
は
法
執

行
活
動
と
し
て
行
動
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
し
か
し
被
害
が
小
規
模
で
あ
る
要
因
は
、
少
人
数
が
携
わ
る
武
力
衝
突
で
あ
り
、
山
間

部
等
特
定
の
地
域
で
行
わ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
に
も
あ
っ
た
（
二
四
二
、
二
四
四
項
）。

　

ま
た
、
政
府
は
法
執
行
活
動
と
し
て
行
動
す
る
旨
を
大
統
領
令
で
示
し
て
い
る
が
、
実
質
的
に
は
大
統
領
令
や
軍
・
警
察
の
行
動
は
、

法
執
行
活
動
に
適
用
さ
れ
る
法
的
枠
組
み
を
超
え
た
、
大
規
模
な
武
力
の
使
用
が
許
可
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
国
内
法
制
度
に
お
い
て
、

武
力
紛
争
の
存
在
を
前
提
と
し
た
違
反
行
為
に
つ
い
て
の
捜
査
や
訴
追
、
有
罪
判
決
な
ど
が
行
わ
れ
た
（
二
四
五
～
二
四
七
項
）。

　

第
一
審
は
、
い
つ
の
時
点
で
武
力
紛
争
が
発
生
し
た
の
か
を
明
確
に
し
て
い
な
い
が
、
二
〇
〇
一
年
八
月
ま
で
に
武
力
紛
争
は
存
在

す
る
と
判
断
し
た
（
二
九
二
項
）。
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Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
多
く
の
判
決
で
は
、
訴
追
さ
れ
た
犯
罪
が
発
生
し
た
時
に
は
武
力
紛
争
が
存
在
し
た
と
示
す
な
ど
、
い
つ
武
力
紛
争
が

発
生
し
た
の
か
を
正
確
に
は
特
定
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
ハ
ラ
デ
ィ
ナ
イ
事
件
再
訴
判
決
で
は
武
力
紛
争
の
発
生
日
を
判
断
し

て
い
る
。

　

こ
れ
は
裁
判
部
の
姿
勢
の
違
い
と
い
う
よ
り
も
、
訴
追
さ
れ
た
各
犯
罪
の
発
生
時
期
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
多

く
の
事
件
で
は
、
地
域
に
お
け
る
暴
力
が
一
定
程
度
激
化
し
た
時
期
に
発
生
し
た
犯
罪
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
裁
判
部
は
、
訴
追
さ
れ
た

犯
罪
の
発
生
時
点
に
つ
い
て
武
力
紛
争
の
存
在
の
有
無
に
つ
い
て
確
認
す
れ
ば
足
り
、
紛
争
の
発
生
日
を
詳
細
に
特
定
す
る
必
要
が
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
ハ
ラ
デ
ィ
ナ
イ
事
件
は
よ
り
早
期
の
段
階
で
発
生
し
た
犯
罪
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
た
め
、
よ
り
明
確
に
紛

争
の
発
生
時
期
を
特
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ハ
ラ
デ
ィ
ナ
イ
事
件
に
関
す
る
判
決
は
特
殊
な
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

た
だ
し
、
ハ
ラ
デ
ィ
ナ
イ
事
件
再
訴
判
決
で
は
、
一
九
九
八
年
四
月
二
二
日
以
降
に
、
コ
ソ
ボ
で
武
力
紛
争
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、「
訴
訟
当
事
者
の
合
意
」
が
あ
り
、
争
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
裁
判
所
は
実
質
判
断
を
す
る
必
要
が
な
く
、
そ
の
た
め
、

武
力
紛
争
の
前
後
で
発
生
し
た
ど
の
よ
う
な
状
況
変
化
が
、
烈
度
と
組
織
性
を
満
た
す
と
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

以
上
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
事
件
で
は
、
散
発
的
な
暴
力
の
事
態
が
い
つ
非
国
際
的
武
力
紛
争
へ
と
至
る
の
か
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
た
。

タ
ジ
ッ
チ
基
準
が
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
近
し
い
高
度
な
レ
ベ
ル
の
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
み
な
ら
ず
、
武
力
紛
争
以
外
の
事
態
と
の

区
別
が
難
し
い
よ
う
な
、
小
規
模
な
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
も
、
多
様
な
状
況
に
適
用
可
能
な
基
準
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

普
遍
的
な
定
義
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
背
景
の
説
明
と
し
て
は
、
藤
田
久
一
『
新
版
国
際
人
道
法
〔
再
増
補
〕』（
有
信
堂
、
二
〇
〇
五
年
）、

二
一
一
─
二
一
四
頁
を
参
照
。

非
国
際
的
武
力
紛
争
に
関
す
る
そ
の
他
の
武
力
紛
争
法
の
条
約
諸
規
則
は
、
適
用
範
囲
を
定
め
る
に
あ
た
り
、
共
通
三
条
の
「
国
際
的
性
質

（
56
）

（
57
）

（
1
）

（
2
）
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を
有
し
な
い
武
力
紛
争
」
の
語
を
、
第
二
追
加
議
定
書
第
一
条
二
項
の
「
暴
動
、
独
立
の
又
は
散
発
的
な
暴
力
行
為
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
性

質
の
行
為
等
国
内
に
お
け
る
騒
乱
及
び
緊
張
の
事
態
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
」
と
い
う
文
言
と
と
も
に
踏
襲
す
る
。
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
適

用
さ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
た
様
々
な
条
約
規
則
の
適
用
条
件
に
つ
い
て
、
新
井
京
「『
テ
ロ
と
の
戦
争
』
に
お
け
る
武
力
紛
争
の
存
在
と
そ
の
性

質
」『
同
志
社
法
学
』
六
一
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
三
─
八
頁
参
照
。

Case Concerning M
ilitary and Param

ilitary A
ctivities in and against N

icaragua, N
icar. v. U

.S. (27 June 1986), ICJ R
e-

ports 14, para. 218.
ICT

Y
, A

ppeals Cham
ber, D

ecision on the D
efence M

otion For Interlocutory A
ppeal on Jurisdiction, T

adić, Case 
N

o.IT
-94-1 (2 O

ctober 1995), para. 70.
ICT

Y
, T

rial Cham
ber, O

pinion and Judgem
ent, T

adić, Case N
o.IT

-94-1-T
 (7 M

ay 1997), para. 562.

本
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
を
含
め
武
力
紛
争
の
定
義
も
行
っ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
定
義
の
う
ち
非
国
際
的
武
力
紛
争
に

該
当
す
る
部
分
の
み
を
「
タ
ジ
ッ
チ
基
準
」
と
呼
ぶ
。

See Christopher Greenw
ood, 
“Scope of A

pplication of H
um

anitarian Law

”, in D
ieter Fleck (ed.), T

he H
andbook of In-

ternatuonal H
um

anitarian Law
 (2 nd ed.) (O

xford U
niversity Press, 2008), pp. 46-48;

浅
田
正
彦
「
国
際
法
に
お
け
る
『
武
力
紛

争
』
の
概
念
─
─
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
武
力
紛
争
適
用
の
敷
居
を
め
ぐ
っ
て
─
─
」
松
田
竹
男
・
田
中
則
夫
・
薬
師
寺
公
夫
・
坂
元
茂
樹

編
集
代
表
『
現
代
国
際
法
の
思
想
と
構
造
Ⅱ　

環
境
、
海
洋
、
刑
事
、
紛
争
、
展
望
』（
東
信
堂
、
二
〇
一
二
年
）
二
八
二
─
三
二
四
頁
。

非
国
際
的
武
力
紛
争
で
の
「
敷
居
」
が
国
際
的
武
力
紛
争
と
異
な
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
樋
口
一
彦
「
国
際
人
道
法
の
適
用
に
お
け

る
『
武
力
紛
争
の
存
在
』
─
─
国
際
的
武
力
紛
争
と
内
戦
（
非
国
際
的
武
力
紛
争
）
の
区
別
の
意
味
」
村
瀬
信
也
・
真
山
全
編
『
武
力
紛
争
の
国

際
法
』（
東
信
堂
、
二
〇
〇
四
年
）
一
二
四
、
一
三
二
─
一
三
五
頁
を
参
照
。
ま
た
、
国
際
的
と
非
国
際
的
の
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
規
則
の

相
違
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
真
山
全
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
と
追
加
議
定
書
」
国
際
法
学
会
編
『
日
本
と
国
際
法
の
100
年
（
第
10
巻
）
安
全
保

障
』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
一
年
）
一
七
三
─
一
七
七
頁
を
参
照
。

Separate O
pinion of Judge Sim

m
a, Case Concerning A

rm
ed A

ctivities on the T
erritory of the Congo, D

em
ocratic Re-

public of the Congo v.U
ganda (19 D

ecem
ber 2005), ICJ R

eports 2005, para. 23.
Lindsay M

oir, T
he Law

 of Internal A
rm

ed Conflict (Cam
bridge U

niversity Press, 2002), p. 273.

ま
た
、
モ
ア
ー
ル
は
、
二

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）
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〇
一
四
年
の
段
階
で
も
、
タ
ジ
ッ
チ
基
準
が
将
来
的
に
慣
習
法
化
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
す
る
に
留
め
る
。Lindsay M

oir, 

“Itʼs a Bird! 
Itʼs a Plane! Itʼs a N

on-international A
rm

ed Conflict!: Cross-border H
ostilities betw

een States and N
on-state A

ctors

” in 
Caroline H

arvey, Jam
as Sum

m
ers, N

igel D
. W

hite (eds.), Contem
porary Challenges to the Law

s of W
ar: E

ssays in H
onour 

of Professor Peter R
ow

e (Cam
bridge U

niversity Press 2014), pp. 88-89.
Eve La H

aye, W
ar Crim

es in Internal A
rm

ed Conflicts (Cam
bridge U

niversity Press, 2008), p. 13.
A

nthony Cullen, T
he Concept of N

on-International A
rm

ed Conflict in International H
um

anitarian Law
 (Cam

bridge 
U

niversity Press, 2010), pp. 120-122.
Sandesh Sivakum

aran, T
he Law

 of N
on-International A

rm
ed Conflict (O

xford U
niversity Press, 2012), p. 166.

松
田
竹
男
「
タ
ジ
ッ
チ
事
件
」
松
井
芳
郎
編
『
判
例
国
際
法
〔
第
二
版
〕』（
東
信
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
三
五
六
頁
。

同
右
。

U
N

 D
oc./ S/25704 (3 M

ay 1993), R
eport of the Secretary G

eneral Pursuant to Paragraph 2 of Security Council R
esolu-

tion 808, paras. 33-36.

集
団
殺
害
や
人
道
に
対
す
る
犯
罪
は
、
武
力
紛
争
の
発
生
が
前
提
と
さ
れ
な
い
犯
罪
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
は
武
力
紛
争
法

の
規
則
で
は
な
い
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
国
連
安
保
理
決
議
八
〇
八
に
よ
れ
ば
、「
国
際
人
道
法
の
重
大
な
違
反
に
責
任
あ
る
も
の
の
訴
追
」
の
た
め
の

裁
判
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
の
想
定
す
る
「
国
際
人
道
法
」
に
は
武
力
紛
争
法
以
外
の
犯
罪
も
含
ま
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

U
N

 SG Report, supra note 16, para. 62. 

「
中
立
的
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
明
示
さ
れ
な
い
。
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
勃
発
の
引
き

金
と
な
っ
た
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
や
ク
ロ
ア
チ
ア
の
独
立
紛
争
が
始
ま
っ
た
の
が
一
九
九
一
年
で
あ
り
、
独
立
の
有
効
性
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
で
、

そ
の
後
の
裁
判
運
営
に
支
障
を
来
す
こ
と
を
回
避
し
た
い
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

T
heodor M

eron, 

“International Crim
inalization of Internal A

trocities

”, A
m

erican Journal of International Law
, V

ol.89 
(1995), p. 556.

U
.N

. D
oc. S/PV

. 3217 (25 M
ay 1993), p. 15.

Ibid.

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
時
に
紛
争
当
事
者
間
で
交
わ
さ
れ
た
戦
争
法
規
遵
守
の
内
容
と
そ
の
法
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
樋
口
一
彦

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
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）

（
21
）

（
22
）
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「
政
府
と
反
徒
の
間
の
国
際
人
道
法
適
用
合
意
」『
琉
大
法
学
』
第
七
七
号
（
二
〇
〇
七
年
）
五
三
─
八
三
頁
を
参
照
。

T
adić, supra note 4, para. 77.

Ibid., paras. 80-81.
Ibid., paras. 91, 97.

厳
密
に
い
え
ば
、
第
五
条
の
人
道
に
対
す
る
犯
罪
も
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
上
は
武
力
紛
争
の
存
在
が
要
件
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
タ
ジ

ッ
チ
事
件
の
同
決
定
の
中
で
「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
が
国
際
的
武
力
紛
争
の
存
在
を
要
件
と
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
今
日
で
は
確
立
し
た
慣
習
国

際
法
規
則
で
あ
る
。
慣
習
国
際
法
上
は
武
力
紛
争
の
存
在
さ
え
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
む
し
ろ
構
成
要
件
を
一
層
狭
く

定
義
し
た
も
の
で
、
罪
刑
法
定
主
義
に
反
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
（
一
四
一
項
）。
人
道
に
対
す
る
罪
の
構
成
要
件
や
戦
争

犯
罪
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
木
原
正
樹
「
武
力
紛
争
時
に
お
け
る
『
人
道
に
対
す
る
罪
』
の
成
立
要
件
と
し
て
の
『
広
範
な
又
は
組
織
的
な
攻

撃
』 

─
─
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
の
適
用
上
『
人
道
に
対
す
る
罪
』
が
『
戦
争
犯
罪
』
と
重
複
す
る
場
合
の
検
討
を
中
心
に
─
─
」『
立
命
館
法

学
』
第
二
八
五
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
一
五
─
一
四
六
頁
が
詳
し
い
。

T
adić, supra note 4, para. 89. See also, ICT

Y
, T

rial Cham
ber II, Judgem

ent, Boškoski, Case N
o. IT

-04-82-T
 (10 July 

2008), paras. 298-299.
ICT

Y
, T

rial Cham
ber, Judgem

ent, Furundžija, Case N
o. IT

-95-17/1-T
 (10 D

ecem
ber 1998), paras. 165-65,168.

ICT
Y

, T
rial Cham

ber II , Judgem
ent,  K

rnojelac, Case N
o. IT

-97-25-T
 (15 M

arch 2002), para. 353.
ICT

Y
, A

ppeals cham
ber,  Judgem

ent, Blaškić, Case N
o. IT

-95-14-A
 (29  July  2004), para. 157.

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
お
よ
び
両
追
加
議
定
書
を
批
准
し
て
お
り
、
そ
の
後
各
共
和
国
が
独
立
す
る
際
、
各
国
は
独
立

と
ほ
ぼ
同
時
期
に
そ
れ
ら
の
条
約
に
加
入
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
セ
ル
ビ
ア
共
和
国
と
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
共
和
国
が
一
九
九
二
年
に
建
国
し
た
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
共
和
国
は
、
二
〇
〇
一
年
に
第
二
追
加
議
定
書
に
加
入
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
激
化
し
た
コ
ソ
ボ
紛

争
に
お
い
て
は
、
一
方
の
紛
争
当
事
者
で
あ
る
セ
ル
ビ
ア
当
局
は
第
二
追
加
議
定
書
上
の
義
務
は
負
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

篠
原
梓
「
国
際
法
の
発
展
に
お
け
る
旧
ユ
ー
ゴ
国
際
刑
事
裁
判
所
の
意
義
」『
亜
細
亜
大
学
国
際
関
係
紀
要
』
第
七
巻
第
二
号
（
一
九
九
八

年
）
九
六
頁
。

大
西
央
子
「
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
国
際
刑
事
裁
判
所
の
事
項
的
管
轄
権
」『
国
際
協
力
論
集
』
第
六
巻
第
二
号
（
一
九
九
八
年
）
一
三
八
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─
一
四
〇
頁
。

タ
ジ
ッ
チ
事
件
の
詳
細
な
判
例
評
釈
と
し
て
、
樋
口
一
彦
「
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際
刑
事
裁
判
所
タ
ジ
ッ
チ
事
件
」『
琉
大
法
学
』
第
六

五
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
七
三
─
一
九
四
頁
参
照
。

岡
田
泉
「
重
大
な
戦
争
犯
罪
─
─
タ
ジ
ッ
チ
事
件
」
小
寺
彰
・
森
川
幸
一
・
西
村
弓
編
『
国
際
法
判
例
百
選
〔
第
二
版
〕（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス

ト
二
〇
四
号
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
二
二
六
─
二
二
七
頁
。

同
右
。

松
田
『
前
掲
書
』
注
（
14
）
三
五
七
頁
。

T
adić, supra note 4, para. 70.

Ibid., para. 69.
Ibid.
T

adić, supra note 5, para. 562.
Ibid.

密
接
な
連
関
の
意
味
と
は
、
論
点
先
取
り
と
な
る
が
、
連
続
的
な
暴
力
が
存
在
す
る
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
な
攻
撃
を
可
能
に
す
る
組

織
性
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

Ibid. See also, ICT
Y

, T
rial Cham

ber II, Judgem
ent, Lim

aj, Case N
o. IT

-03-66-T
 (30 N

ovem
ber 2005), para. 84.

ICT
Y

, T
rial Cham

ber I, Judgem
ent, H

aradinaj , Case N
o. IT

-04-84-T
 (3 A

pril 2008), para. 49.
Lim

aj, supra note 43, para. 90.

交
戦
団
体
承
認
に
つ
い
て
の
詳
細
な
論
考
と
し
て
、
林
久
茂
「
交
戦
団
体
承
認
に
つ
い
て
の
一
考
察
」『
法
学
論
叢
』
第
六
一
巻
第
六
号

（
一
九
五
六
年
）
九
四
─
一
三
一
頁
。
ま
た
、
藤
田
久
一
「
国
際
的
性
質
を
有
し
な
い
武
力
紛
争
─
─
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
三
条

を
め
ぐ
っ
て
─
─
（
一
）」『
金
沢
法
学
』
第
一
四
巻
第
二
号
（
一
九
六
八
年
）
三
三
頁
も
参
照
。

共
通
三
条
と
第
二
追
加
議
定
書
の
適
用
条
件
の
差
異
に
つ
き
、
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
樋
口
一
彦
「
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
の

適
用
条
件
：
武
力
紛
争
の
存
在
及
び
武
力
紛
争
と
当
該
行
為
と
の
関
連
性
を
め
ぐ
っ
て
」『
琉
大
法
学
』
第
六
四
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
─
四
三

頁
を
参
照
。

T
adić, supra note 4, paras. 67.
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T
adić, supra note 5, paras. 562-568.

松
浦
陽
子
「
コ
ソ
ボ
共
和
国
に
お
け
る
国
家
形
成
及
び
国
家
承
認
の
検
討
─
国
家
承
認
制
度
の
位
置
づ
け
と
そ
の
役
割
─
」
松
田
竹
男
・
田

中
則
夫
・
薬
師
寺
公
夫
・
坂
元
茂
樹
編
『
現
代
国
際
法
の
思
想
と
構
造　

Ⅰ　

歴
史
、
国
家
、
機
構
、
条
約
、
人
権
』（
東
信
堂
、
二
〇
一
二

年
）
一
〇
三
─
一
三
六
頁
。

和
平
会
議
の
詳
細
に
ついて
は
、
月
村
太
郎
『
ユ
ー
ゴ
内
戦　

政
治
リ
ー
ダ
ー
と
民
族
主
義
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）
二
三
〇

─
二
四
四
頁
。

Lim
aj, supra note 43.

ICT
Y

, T
rial Cham

ber II, Public Judgem
ent w

ith Confidential A
nnex, H

aradinaj, Case N
o. IT

-04-84bis-T
 (29 N

ovem
-

ber 2012).

マ
ケ
ド
ニ
ア
紛
争
に
つ
い
て
の
詳
細
な
事
実
は
、
大
庭
千
恵
子
「
マ
ケ
ド
ニ
ア
共
和
国
に
お
け
る
オ
フ
リ
ド
枠
組
み
合
意
実
施
─
─
地
方
分

権
化
と
民
族
間
関
係
の
力
学
（2001
年-2011

年
）
─
─
」
百
瀬
亮
司
編
、
柴
宜
弘
監
修
『
旧
ユ
ー
ゴ
研
究
の
最
前
線
』（
渓
水
社
、
二
〇
一
二

年
）
一
一
七
、
一
二
二
頁
以
下
を
参
照
。

Boškoski, supra note 27.

リ
マ
イ
事
件
の
被
告
人
た
ち
は
一
九
九
八
年
六
月
二
五
日
な
い
し
二
六
日
に
発
生
し
た
犯
罪
に
つ
い
て
起
訴
さ
れ
た
。
他
方
、
ハ
ラ
デ
ィ
ナ

イ
事
件
で
は
一
九
九
八
年
三
月
二
四
日
以
降
発
生
し
た
犯
罪
に
つ
い
て
起
訴
さ
れ
た
。

Cullen, supra note 12, p. 133.
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